
企画部企画政策課企画部企画政策課
1

資料１



総合計画とは何か？

●一言で表すと「基本的なまちづくりの指針」

市の方向性を決定する計画であり、各分野の
計画などは総合計画を上位計画として策定され
ています。
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市において最上位の計画



なぜ総合計画を作るのか？

総合計画は、地方自治法で基本構想の策定として義務
付けられていましたが、平成２３年に法律が改正され、
義務付けが廃止されています。

【行政の対応】

将来に向け、市町村が進むべき道を定めて、まちづく
りを誰がどんな役割を担って、どのような方法で進めて
いくのかを独自に策定をしています。

【議会の対応】
豊川市では、平成２４年３月議会で、「豊川市議会の
議決すべき事件を定める条例」を制定しました。

3



第６次総合計画について
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策定期間：平成２６～２７年度

策定時期：平成２８年３月

計画期間：平成２８～令和７年度

2016年度～2025年度



第６次総合計画策定における視点

住みよさを実感できいっそう活気があるまち

住みたいまち 訪れたいまち

第６次豊川市総合計画
多くの人に「住みたい」、「訪れたい」と思っていただけるよう
なまちづくりのため、「定住促進」や「交流促進」にインパクト
を与える施策を明確とした計画とします。

第５次豊川市総合計画
これまでの各種施策も、人口減少の抑制や来訪者の増加に
寄与しています。

発展

来訪者の増加
（交流促進）

人口減少の抑制
（定住促進）

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
施
策

イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
施
策
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第６次総合計画の策定体制

市長
総合計画
審議会

市議会
答申

諮問 提案

議決

事務局（企画政策課）職員意見募集(庁内パブコメ)

策定会議（副市長、教育長、病院事業管理者、部長級）

基本構想部会（次長級）

基本計画部会
（課長級、課長補佐級又は係長級）

政策部会（分野ごと）

基本指標・都市構造部会
･人口指標 ･経済指標
･財政指標 ･土地利用、道路体系

【庁内組織】

専門部会
パブリックコメント

市民意識調査(平成２５年度実)

団体アンケート

市民ヒアリング

まちづくり中学生会議

【市民】
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総合計画審議会

１０

市長が諮問する第6次豊川市総合計画の原案について、審議いただく会議

です。

平成26年10月から平成27年8月頃までの間に、8回開催しました。

構成 教育委員会委員、農業委員会委員、公共的団体の役員、学識経験者、

市民公募による委員23人で構成しています。



第６次総合計画の構成

基
本
構
想

本市のめざすまち
の未来像を定め、
施策の基本的方
向を明らかにする

平成２８年度～令和７年度 （１０年間）
（2016年度～2025年度）

基
本
計
画

まちづくりの目標を
達成するために必
要な手段を明らか
にする

平成２８年度～令和７年度 （１０年間）
（2016年度～2025年度）

【必要に応じ計画を見直し】

実
施
計
画

３
年
間

基本計画で定めた
行政分野ごとの目
標を実現する事業
を具体化する
（毎年度見直し）

平成２８年度～平成３０年度

平成２９年度～平成３１年度

令和７年度～令和９年度

目標年次 令和７年度
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基本構想（まちの未来像）

光・緑・人 輝くとよかわ

「光」 は、生命を育み、うるおいをもたらす川や海と、平和で豊
かな未来へ向かう、限りない希望を表しています

「緑」は、恵みをもたらす山や田園と、豊かで美しい、住みよい
ふるさとを表しています

「人」は、先人に築かれた深い歴史と、心豊かでやさしさに満ち
た市民の姿を現しています

１３



基本構想（土地利用構想）
まちの未来像を実現するため、市街地を中心とす
る地域と、自然環境や田園地帯が広がる地域が、
それぞれの特性を発揮できるよう、秩序ある土地
利用を進めます。
市街地を中心とする地域

行政機関や商業地などが集積する主要な鉄道駅周辺の市街地を拠点とし、そ

れを結ぶ道路や公共交通などを交流や連携の軸として、コンパクトで利便性の高

い市域を形成することにより、暮らしやすく、にぎわいと活力があふれるまちをめ

ざします。

自然環境等が広がる地域

恵まれた自然環境や田園地帯を、良好な景観や恵みをもたらす貴重な資源とし

て保全し、活用することにより、憩いと豊かさに満ちたまちをめざします。 １５



１６



１７



基本構想（まちづくりの基本方針）

基本方針１ 定住・交流施策を進めます
少子高齢化や人口減少の抑制を図る定住施策と、来訪者を増やし
て地域の活力を図る交流施策を進めることにより、まちづくりの効
果を高めます。

基本方針２ シティセールスを進めます
豊川ブランドの確立を図り、オール豊川で全国発信するシティセー
ルスを進めることで、まちづくりの効果を高めます。

基本方針３ 市民協働を進めます
市民や事業者などと行政が互いの役割と責任を明確にして連携す
る市民協働を進めることで、まちづくりを支えます。

基本方針４ 行政経営改革を進めます
行政運営の柱となる財政力、組織力、人材力を高める行政経営改
革を進めることで、まちづくりを支えます。 １８



基本構想（まちづくりの基本目標）
基本目標１ 政策１【安全・安心】

安全で快適な生活環境が整っているまち
①交通安全 ②防犯対策 ③防災対策 ④消防・救急

⑤環境保全・環境衛生 ⑥ごみ減量 ⑦排水 ⑨上水

基本目標２ 政策２【健康・福祉】

誰もが健やかに生き生きと暮らしているまち
①健康づくり ②地域医療 ③子育支援 ④高齢者福祉

⑤障害者福祉 ⑥生活自立支援

基本目標３ 政策３【建設・整備】

住み心地よい、訪れやすい都市環境が整備され
ているまち
①住環境 ②コンパクトシティ ③道路交通網 ④緑の空間 １９



基本構想（まちづくりの基本目標）
基本目標４ 政策４【教育・文化】

あらゆる世代の人が豊かな心を育んでいるまち
①学校教育 ②青少年育成 ③生涯学習 ④スポーツ ⑤文化芸術

基本目標５ 政策５【産業・交流】

魅力と活力があふれているまち
①農業 ②工業 ③商業 ④中心市街地 ⑤観光 ⑥雇用・勤労者福祉

基本目標６ 政策６【行政・協働】

地域と行政がしっかりと支えているまち
①コミュニティ・市民活動 ②男女共同参画 ③人権 ④多文化共生

⑤開かれた市政 ⑥公共施設の適正配置 ⑦行財政運営

２０



４つの基本方針に基づく
６つのまちづくりの基本目標（政策分野）

まちの将来像

光・緑・人 輝くとよかわ

３６の行政分野（施策）

を実現する

を達成し

で事業を進めることで
２１



基本計画（人口の見通し）

２２



基本計画（財政計画）

２３



２４

意識調査による満足度・重要度

４９の調査項目を点数化し、平均値で４グループに分ける
平均値

重
要
度

満足度

Ｃゾーン

満足度：平均より低い

重要度：平均より高い

Ａゾーン

満足度：平均より高い

重要度：平均より高い平
均
値

Ｄゾーン

満足度：平均より低い

重要度：平均より低い

Ｂゾーン

満足度：平均より高い

重要度：平均より低い



基本計画（市民意識の状況）

２５



まちづくりの基本方針と各施策の関連性

２６



行政分野別計画（進捗に留意すること）

２７



行政分野別計画

２８


